
JP 6740329 B2 2020.8.12

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　人物の顔の特徴を分析するための方法であって、
    前記人物の前記顔の画像を獲得するステップ（１００）、
    前記画像上で、前記人物の前記顔を少なくとも２つのゾーンに区切るステップ（２０
０）であって、各ゾーンは、口、目、眉、および髪のグループの中から選択される顔の特
性特徴を含み、各ゾーンは、前記特性特徴を含む少なくとも１つの部分（Ｚ１）と、前記
特性特徴の近隣の皮膚を含む別の部分（Ｚ２）とを含む、ステップと、
    前記少なくとも２つのゾーン（Ｚ）の各々の顔のコントラスト値を決定するために、
前記画像を処理するステップ（３００）であって、顔のコントラストは、前記ゾーン内の
前記特性特徴と前記近隣の皮膚との間のコントラストである、ステップと、
    前記決定されたコントラスト値に基づいて、複数の事前に確立されたクラスタの中で
前記人物が関連するクラスタを決定するステップ（４００）であって、前記事前に確立さ
れたクラスタは、前記顔のそれぞれの画像における参照集団の前記顔の同じゾーンについ
て決定されたコントラスト値のセットに基づいて構築される、ステップ（４００）と、
　　前記人物に個人向け情報を提供するステップ（５００）であって、前記個人向け情報
は前記人物が関連する前記クラスタに依存する、ステップ（５００）と、
を含む前記方法。
【請求項２】
  人物の前記顔のゾーンのコントラスト値を決定するステップ（３００）は、前記特性特
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徴を含む前記ゾーン（Ｚ）の部分（Ｚ１）と、前記特性特徴の前記近隣の皮膚を含む前記
ゾーンの部分（Ｚ２）との間で、ＣＩＥ  Ｌ＊ａ＊ｂ＊色空間における平均コントラスト
値を測定するステップ（３１０）を含む、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
  人物の前記顔のゾーンの顔のコントラスト値を決定するステップ（３１０）は、前記特
性特徴を含む前記ゾーンの部分（Ｚ１）と、前記特性特徴の前記近隣の皮膚を含む前記ゾ
ーンの部分（Ｚ２）との間で、前記ＣＩＥ  Ｌ＊ａ＊ｂ＊色空間の前記Ｌ、ａ、およびｂ
座標の各々における平均コントラスト値を決定するステップを含む、請求項２に記載の方
法。
【請求項４】
  前記事前に確立されたクラスタは、
    前記参照集団の前記顔の前記ゾーンの前記顔のコントラスト値のセットを処理して、
次元が削減されたデータセットを取得し、
    次元が削減された前記データセットをクラスタ化する
ことによって構築される（９０）、請求項２または３に記載の方法。
【請求項５】
  前記処理ステップは、前記コントラスト値のセットに主成分分析を適用することによっ
て行われる、請求項４に記載の方法。
【請求項６】
  前記人物が関連するクラスタを決定するステップ（４００）は、
    前記参照集団の前記削減された次元において対応する座標を取得するために、前記人
物の前記顔の前記ゾーンの前記顔のコントラスト値を処理するステップ（４１０）、およ
び、
    前記取得された座標から、前記人物が関連する前記クラスタを推測するステップ（４
２０）、
を含む、請求項４または５に記載の方法。
【請求項７】
  前記人物の前記顔の少なくとも２つのゾーン（Ｚ）を区切るステップ（２００）は、前
記顔の２つのゾーンと４つのゾーンとの間で区切ることを含み、各ゾーンは、口、目、眉
、および髪のグループの中の顔の１つの特性特徴を含む、請求項１から６のいずれかに記
載の方法。
【請求項８】
  前記人物に提供される前記個人向け情報は、
    前記人物の前記顔の少なくとも１つのゾーンの前記コントラスト値の個人向け修正に
関するアドバイス、
    前記人物の前記顔の少なくとも１つのゾーンの前記コントラスト値の個人向け修正の
ための、少なくとも１つのケア製品または化粧品の識別情報、
    前記人物の前記画像と比較して変更された、前記人物の前記顔の少なくとも１つのゾ
ーンの少なくとも１つのコントラスト値を用いる、前記人物の前記顔の外観のシミュレー
ション、
のうちのいずれかを含み、
  前記人物の前記顔の前記少なくとも１つのゾーンは、口、目、眉、および髪のグループ
の中で選択された前記顔の１つの特性特徴を含むゾーンである、請求項１から７のいずれ
かに記載の方法。
【請求項９】
  前記複数の事前に確立されたクラスタは、３つのゾーン（Ｚ）について決定された顔の
コントラスト値のセットに基づいて構築され、各々が目、口、および眉の特徴のうちの１
つを含む、請求項１から８のいずれかに記載の方法。
【請求項１０】
  前記複数の事前に確立されたクラスタは３つのクラスタにある、請求項１から９のいず
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れかに記載の方法。
【請求項１１】
  提供される個人向け情報は、
    前記口、目、および眉のコントラストを増加させる規則、
    前記口および目のコントラストを増加させる規則、および
    前記眉および目のコントラストを増加させる規則、
のいずれかに従って、前記コントラスト値の修正を推奨することにある、請求項１から１
０のいずれかに記載の方法。
【請求項１２】
  コンピュータプログラムであって、計算機によって実施されるとき、
    画像の少なくとも１つの区切られたゾーンを、前記ゾーンのコントラスト値を決定す
るために処理するステップ（３００）であって、各ゾーンは、口、目、眉、および髪のグ
ループの中から選択される顔の特性特徴を含み、各ゾーンは、前記特性特徴を含む少なく
とも１つの部分（Ｚ１）と、前記特性特徴の近隣の皮膚を含む別の部分（Ｚ２）とを含み
、顔のコントラストは、前記ゾーン内の前記特性特徴と前記近隣の皮膚との間のコントラ
ストである、ステップ（３００）と、
    削減された次元でそれぞれの座標を取得するために、前記決定された顔のコントラス
ト値を処理するステップ（４１０）と、
    前記顔のコントラスト値が関連するクラスタを推測するために、事前に確立されたク
ラスタの重心までの距離を計算するステップ（４２０）と
を実行するための命令を含む前記コンピュータプログラム。
【請求項１３】
  画像入力デバイス（１２）、
  計算機（１１）、および
  メモリ（１３）、
を備える、人物の顔の特徴を分析するためのシステム（１）であって、
  前記メモリ（１３）は、参照集団の顔の少なくとも２つのゾーンについて決定された顔
のコントラスト値のセットに基づいて構築されたクラスタの定義を記憶し、
  前記計算機（１１）は、請求項１から１１のいずれかに記載の方法を実施するように構
成されている、ことを特徴とする前記システム（１）。
【請求項１４】
  前記画像入力デバイス（１２）は、カメラ、および／または、前記計算機（１１）を外
部記憶デバイスと接続するためのインターフェースを備える、請求項１３に記載のシステ
ム（１）。
【請求項１５】
  前記個人向け情報を表示するように適合されたディスプレイデバイス（１５）をさらに
備える、請求項１３または１４に記載のシステム（１）。
【請求項１６】
  前記画像入力デバイス（１２）はカメラであり、
  前記システムは、前記カメラ、中間色のスクリーンまたは背景、およびライトを備えた
フォトスタジオを含み、
  前記ディスプレイデバイス（１５）および前記フォトスタジオは、ショップまたはビュ
ーティサロンに設置される、請求項１５に記載のシステム（１）。 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、人物の顔特徴を分析するための方法、および当該方法を実施するように構成
されたシステムに関する。本発明は、メーキャップおよびスキンケアに関する個人向け情
報のファーニチャ（furniture）にも関する。
【背景技術】
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【０００２】
　年齢、女性らしさ、または男性らしさなどの感じ方の特徴、あるいは良好な健康状態の
感じ方に与える、顔のコントラストの影響を評価するための研究が行われてきた。
【０００３】
　顔のコントラストとは、口、目または眉、および周辺の皮膚などの、顔の何らかの特性
特徴間のコントラストを意味する。
【０００４】
　たとえば、白人成人女性の大規模なサンプルにおいて、顔のコントラストは年齢と共に
減少する傾向があること、および、顔のコントラストを人為的に増加させることが実際の
年齢よりも若い女性であるという感じ方につながることが、Porcheron A, Mauger E, Rus
sel R (2013), “Aspects of facial contrast decrease with age and are cues for ag
e perception”, PLoS ONE 8(3): e57985, doi:10.1371/journal.pone.0057985の論文に
示されている。
【０００５】
　別の例によれば、”Cosmetics alter biologically-based factors of beauty: eviden
ce from facial contrast” by Alex L. Jones, Richard Russel and Robert Ward, in E
volutionary Psychology, Vol, 13, Issue 1, 2015年1月1日の論文は、目および眉の輝度
コントラストパターンは性的二型性であり、女性は男性よりも眉のコントラストは低く、
目のコントラストは高いことを開示している。
【０００６】
　化粧品は一般に、顔の特徴（皮膚、唇、眉、またはまつげなど）の外観を変化させ、そ
れらの容貌を改善し、より魅力的にするために使用される。たとえばマスカラを使用する
ことで、消費者の表情を強めることができる。しかしながら、消費者が非常に多種多様な
メーキャップ製品および／またはスキンケア製品を入手できることで、自分の外観を向上
させ、自分のニーズを満たすために、どの製品がより適しているかが必ずしもわかってい
ない消費者にとって、特別な製品の最適な選択を非常に複雑にする可能性がある。
【０００７】
　しかしながら、自分の特定のニーズを自分自身で識別すること、および、適切な美容の
解決策を見つけることは、消費者にとってしばしば複雑である。多くの場合、消費者は、
消費者が望む特性を与えるようにデザインされていない製品を無意識のうちに選択してし
まう場合がある。このような場合、消費者は選択した化粧品の結果に満足せず、そのブラ
ンドを無視する可能性がある。
【０００８】
　したがって、選択した製品を使用することで望ましい結果（たとえば、より女性らしく
またはより若く見えること）が与えられることを保証するために、それぞれの顔の特徴に
与えるその影響に従って、消費者の正しい化粧品の選択を支援することが望ましい。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【０００９】
【非特許文献１】Porcheron A, Mauger E, Russel R (2013), “Aspects of facial cont
rast decrease with age and are cues for age perception”, PLoS ONE 8(3): e57985,
 doi:10.1371/journal.pone.0057985
【非特許文献２】”Cosmetics alter biologically-based factors of beauty: evidence
 from facial contrast” by Alex L. Jones, Richard Russel and Robert Ward, in Evo
lutionary Psychology, Vol, 13, Issue 1, 2015年1月1日
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　上記に鑑み、本発明の一目的は、消費者の顔の特徴を分析してそのニーズを決定できる
ようにすることである。
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【００１１】
　本発明の別の目的は、消費者の顔の特徴に従って、消費者に個人向けのアドバイスを与
えられるようにすることである。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　そのため、人物の顔の特徴を分析するための方法が開示され、該方法は、
　　－　人物の顔の画像を獲得するステップと、
　　－　画像上で、人物の顔を少なくとも２つのゾーンに区切るステップと、
　　－　少なくとも２つのゾーンの各々のコントラスト値を決定するために、画像を処理
するステップと、
　　－　決定されたコントラスト値に基づいて、複数の事前に確立されたクラスタの中で
人物が関連するクラスタを決定するステップであって、事前に確立されたクラスタは、顔
のそれぞれの画像における参照集団（reference population）の顔の同じゾーンについて
決定されたコントラスト値のセットに基づいて構築される（elaborated）、ステップと、
　　－　人物に個人向け情報を提供するステップであって、個人向け情報は人物が関連す
るクラスタに依存する、ステップとを含む。
【００１３】
　好ましくは、人物の顔の各ゾーンは、口、目、眉、および髪のグループの中から選択さ
れる顔の特性特徴を含み、各ゾーンは、当該特性特徴を含む少なくとも１つの部分と、当
該特性特徴の近隣の皮膚を含む別の部分とを含む。
【００１４】
　有利には、次いで、人物の顔のゾーンのコントラスト値を決定することは、特性要素を
含むゾーンの部分と、当該特性要素の近隣の皮膚を含むゾーンの部分との間で、ＣＩＥ　
Ｌ＊ａ＊ｂ＊色空間における平均コントラスト値を測定することを含む。
【００１５】
　より具体的に言えば、人物の顔のゾーンのコントラスト値を決定することは、特性要素
を含むゾーンの部分と、当該特性要素の近隣の皮膚を含むゾーンの部分との間で、ＣＩＥ
　Ｌ＊ａ＊ｂ＊色空間のＬ、ａ、およびｂ座標の各々における平均コントラスト値を決定
することを含み得る。
【００１６】
　好ましい実施形態によれば、事前に確立されたクラスタは、
　－　次元が削減されたデータセットを取得するために、参照集団の顔のゾーンのコント
ラスト値のセットを処理すること、および、
　－　次元が削減されたデータセットをクラスタ化すること、
によって構築される。
【００１７】
　好ましくは、処理ステップは、コントラスト値のセットに主成分分析を適用することに
よって実行される。
【００１８】
　実施形態において、人物が関連するクラスタを決定するステップは、
　－　参照集団の削減された次元において対応する座標を取得するために、人物の顔のゾ
ーンのコントラスト値を処理するステップと、
　－　取得された座標から、人物が関連するクラスタを推測するステップと
を含み得る。
【００１９】
　実施形態において、人物の顔の少なくとも２つのゾーンを区切るステップは、顔の２つ
のゾーンと４つのゾーンとの間で区切ることを含み、各ゾーンは、口、目、眉、および髪
のグループの中の顔の１つの特性要素を含む。
【００２０】
　人物に提供される個人向け情報は、
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　－　人物の顔の少なくとも１つのゾーンのコントラスト値の個人向け修正に関するアド
バイス、
　－　人物の顔の少なくとも１つのゾーンのコントラスト値の個人向け修正のための、少
なくとも１つのケア製品または化粧品の識別情報、
　－　人物の画像と比較して変更された、人物の顔の少なくとも１つのゾーンの少なくと
も１つのコントラスト値を用いる、人物の顔の外観のシミュレーション、
のうちのいずれかを含み得、
　当該人物の顔の少なくとも１つのゾーンは、口、目、眉、および髪のグループの中で選
択された顔の１つの特性要素を含むゾーンである。
【００２１】
　実施形態において、複数の事前に確立されたクラスタは、３つのゾーンについて決定さ
れたコントラスト値のセットに基づいて構築され得、各々が目、口、および眉の特徴のう
ちの１つを含む。
【００２２】
　実施形態において、複数の事前に確立されたクラスタは３つのクラスタにある。
【００２３】
　実施形態において、提供される個人向け情報は、
　－　口、目、および眉のコントラストを増加させる規則、
　－　口および目のコントラストを増加させる規則、
　－　眉および目のコントラストを増加させる規則、
のいずれかに従って、コントラスト値の修正を推奨することにある。
【００２４】
　コンピュータプログラム製品も開示され、計算機によって実施されるとき、
　－　画像の少なくとも１つの区切られたゾーンを、ゾーンのコントラスト値を決定する
ために処理するステップと、
　－　削減された次元でそれぞれの座標を取得するために、決定されたコントラスト値を
処理するステップと、
　－　コントラスト値が関連するクラスタを推測するために、事前に確立されたクラスタ
の重心までの距離を計算するステップと
を実行するための命令を含む。
【００２５】
　人物の顔の特徴を分析するためのシステムも開示され、該システムは、
　－　画像入力デバイス、
　－　計算機、および
　－　メモリ、
を含み、
　メモリは、参照集団の顔の少なくとも２つのゾーンについて決定されたコントラスト値
のセットに基づいて構築されたクラスタの定義を記憶し、計算機は、上記の説明に従った
方法を実施するように構成される、ことを特徴とする。
【００２６】
　実施形態において、画像入力デバイスは、カメラ、および／または、計算機を外部記憶
デバイスと接続するためのインターフェースを備え得る。
【００２７】
　好ましくは、システムは、個人向け情報を表示するように適合されたディスプレイデバ
イスをさらに備える。
【００２８】
　好ましい実施形態において、画像入力デバイスはカメラであり、システムは、当該カメ
ラ、中間色のスクリーンまたは背景、およびライトを備えるフォトスタジオを備え、ディ
スプレイデバイスおよびフォトスタジオは、ショップまたはビューティサロンに設置され
る。
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【００２９】
　本発明に従った方法は、人物の顔のコントラストを分析すること、および、これらのコ
ントラストから、人物が属している複数の事前に確立されたクラスタの中のクラスタを決
定することを可能にする。
【００３０】
　人物の顔のコントラストを複数の事前に確立されたクラスタと比較することで、望まし
い結果を達成するために、メーキャップを用いて人物のいずれの顔の特徴を向上させるこ
とができるかについての情報が与えられる。
【００３１】
　実際に、発明者等は、参照集団に属している人物の年齢または民族性に関係なく、この
参照集団は、顔のコントラストのみに基づいて構築される複数のクラスタ間で分散可能で
あることを発見した。したがって、人物が特定のクラスタに属することは、この人物が表
す顔のコントラストが、他のクラスタに比べてより顕著であるかまたは顕著でない可能性
があり、したがって、特有の顔のコントラストパターンを作り上げているということを示
すものである。
【００３２】
　この分析により、次に、人物が得たいと望んでいる結果に従って、コントラストを修正
する必要のある顔のゾーン、およびその修正の形を決定することができる。具体的に言う
と、好ましくは、望ましい結果を達成するためにコントラストを変更しなければならない
手法を示す専用の規則が、各クラスタについて定義される。次いで、化粧品を、それらが
顔のコントラストに与える影響に従って、個人向けの様式で選択することができる。
【００３３】
　このようにして本発明は、消費者の顔のコントラストに従って消費者の個人向け情報を
提供する。
【００３４】
　本発明の他の特徴および利点は、添付の図面を参照しながら非限定的な例を用いて与え
られる下記の詳細な説明から明らかとなろう。
【図面の簡単な説明】
【００３５】
【図１】図１ａは、人物の顔の特徴を分析するためのシステムの第１の実施形態を示す概
略図である。図１ｂは、人物の顔の特徴を分析するためのシステムの代替の実施形態を示
す概略図である。
【図２】顔の画像上で区切られたゾーンの例を示す図である。
【図３ａ】例示的な参照集団に基づいて確立されたクラスタを示す図である。
【図３ｂ】同じタイプのメーキャップについて、クラスタ間でのコントラストバリエーシ
ョンにおける差を示す図である。
【図４】本発明の一実施形態に従った、人物の顔の特徴を分析するための方法の主なステ
ップを示す概略図である。
【発明を実施するための形態】
【００３６】
　下記でより詳細に説明するように、本発明は、人物が属するクラスタを決定するために
、人物の顔の特徴を、また具体的には人物の顔のコントラストを分析することが可能であ
る。クラスタは、参照集団の顔のコントラストの分析に基づいて構築される、複数の事前
に確立されたクラスタの中で選択される。
【００３７】
　したがって、人物の顔のコントラストの特異性を決定すること、および、決定された特
異性に従ってこの人物に個人向け情報を提供することが可能である。
【００３８】
　顔の特徴を分析するためのシステム
【００３９】
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　図１ａおよび図１ｂを参照して、人物の顔の特徴を分析するためのシステム１が概略的
に示される。
【００４０】
　このシステムは、好ましくはプロセッサ、マイクロプロセッサであるか、またはマイク
ロコントローラでもあり得る、計算機１１を備える、処理ユニット１０を備える。計算機
１１は、下記で開示される方法に従って、画像および画像から抽出されるデータを処理す
るために、コード命令を実行するように適合される。
【００４１】
　システムは、画像入力デバイス１２も備える。画像入力デバイス１２は、デジタルカメ
ラなどのカメラと、カメラへの接続のための処理ユニット１０のインターフェースとを備
え得る。インターフェースは、有線コネクタとするか、または、処理ユニット１０がカメ
ラから遠くに位置する場合、無線インターフェースとすることができる。
【００４２】
　好ましくは、カメラは比色分析によって較正される。
【００４３】
　画像入力デバイスは、画像が記憶される外部記憶デバイスを接続するための処理ユニッ
ト１０のインターフェースでもあり得る。たとえば、処理ユニット１０は、当該画像入力
デバイス１２を形成するＵＳＢポートを備え得る。
【００４４】
　システム１は、メモリ１３をさらに備える。メモリは、好ましくは、計算機１１によっ
て実行されたとき、計算機１１が下記で詳細に述べる方法を実行できるようにする、ソフ
トウェア命令を記憶する。
【００４５】
　一実施形態において、メモリ１３は処理ユニット１０の一部とすることができる。代替
の実施形態において、メモリは処理ユニット１０から分離し、離れて配置することができ
る。その場合、メモリには、処理ユニットが無線接続によってアクセス可能である。その
場合処理ユニット１０は、好ましくは、インターネットなどの通信ネットワークを介する
メモリ１３へのリモート接続のための通信インターフェースを備える。
【００４６】
　最後に、処理ユニット１０は、好ましくは、メーキャップおよびスキンケア製品に関す
る情報を含むデータベース２に接続される。メーキャップおよびスキンケア製品に関する
情報は、下記を含み得る。
　－　製品のタイプ、
　－　製品の商品名、
　－　製品をマーケティングするブランドの名前、
　－　色またはカラーチャート、
　－　日焼け防止指数、
　－　カバー度、
　－　配合、
　－　サイズおよび／または容量、
　－　価格、その他。
【００４７】
　処理ユニット１０は、システム１およびデータベース２の物理的位置に応じて、有線接
続または好ましくは無線接続によって、データベース２に接続可能である。典型的には処
理ユニット１０は、インターネットを介してデータベースにアクセスし得る。
【００４８】
　システム１は、好ましくはスクリーンであり得る、またいくつかの実施形態では触覚ス
クリーンであり得る、ディスプレイ１５も備える。
【００４９】
　図１ａで概略的に示される一実施形態において、システムは少なくとも部分的に、ショ
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ップ、ビューティサロン、または任意の同等のものに設置し得る。具体的に言えば、画像
入力デバイス１２およびディスプレイ１５を、ショップまたはビューティサロン内に配置
することができる。
【００５０】
　画像入力デバイス１２は、好ましくは、ショップまたはビューティサロン内に設置され
たフォトスタジオ内に設置され、制御条件内で画像を撮影するように構成された、カメラ
である。フォトスタジオは、中間色（白、グレー）のスクリーンまたは背景、ソフトボッ
クスなどの少なくとも１つのライト、および、スクリーンまたは背景に対して固定位置に
あるカメラを備え得る。カメラは、ショップまたはビューティサロンにより良く融合させ
るために、マジックミラーなどの反射ガラスの背後に隠すことができる。
【００５１】
　実施形態において、カメラは、１つまたはいくつかの画像が抽出可能なビデオを獲得可
能な、ビデオカメラであってよい。
【００５２】
　カメラで撮影されるかまたはビデオから抽出されるビデオまたは画像は、画像を処理す
るためにショップまたはビューティサロン内に配置されたコンピュータ、またはリモート
サーバであり得る、処理ユニット１０に転送される。
【００５３】
　ディスプレイ１５は、処理ユニットに送信されたピクチャの処理に従って個人向け情報
をユーザに表示するために、ショップまたはビューティサロン内に配置されるスクリーン
である。
【００５４】
　代替実施形態において、システムのカメラは携帯電話、タブレット、またはスマートフ
ォンのデジタルカメラであり、ユーザはこれらを用いて自分の画像を撮影することができ
る。その後画像は、さらに処理するために処理ユニット１０に転送される。
【００５５】
　一実施形態において、処理ユニット１０は携帯電話内に実装され得、その場合、計算機
１１は電話のプロセッサであり、メモリ１３は電話のメモリであり得、メモリは、下記に
詳細に記載される方法を実行するためのコード命令を備えるアプリケーションソフトウェ
アを記憶する。
【００５６】
　別の実施形態において、処理ユニット１０は、電話が画像を送信するリモートサーバで
あり得る。
【００５７】
　携帯電話のディスプレイスクリーン１５は、その後、画像の処理結果に従って、個人向
け情報をユーザに表示するために使用される。
【００５８】
　顔の特徴を分析するための方法
【００５９】
　次に、図４を参照しながら、人物の顔の特徴を分析するための方法を説明する。これは
、上記で開示したシステムによって実施される。
【００６０】
　この方法は人物の顔のコントラストの分析に基づき、当該分析は、人物の顔の画像また
はビデオ上で実行される。
【００６１】
　したがって方法は、人物の顔の画像またはビデオを獲得する第１のステップ１００を含
む。このステップは、好ましくは、方法を実施する時点でカメラ１２を用いて画像または
ビデオを獲得すること、および、当該画像を処理ユニット１０に転送することによって実
行される。しかしながらこのステップは、以前にキャプチャされた後、専用の記憶デバイ
ス上に記憶された画像を、処理ユニット１０によってロードすることによっても、実行可
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能である。
【００６２】
　好ましくは、ステップ１００で獲得される画像は、その後、画像上で実行される処理の
良好な再現性を保証するために、所定の獲得条件に従って獲得される。具体的に言えば、
顔の照明は顔の上のいかなる陰影も防止すべきであり、たとえば顔は正面から照らすべき
である。また、ライトの高さは固定されるべきであり、人物が画像撮影のために座る椅子
の高さは、人物の頭が所定の高さになるように調節されるべきである。
【００６３】
　特定の、ただし非限定的な実施形態によれば、カメラの高さは顔の高さに調節され、顔
は３つのフラッシュによって照明され、１つは顔の前にあって（散光）、このフラッシュ
の高さは顔の高さに調節され、２つのフラッシュは４５°の角度から顔を照明し（直接光
）、これらのフラッシュの高さも顔の高さに調節される。
【００６４】
　画像の獲得の間、人物は、たとえばヘアバンドを着用することによって自分の髪が、口
、目、および眉などの自分の顔の何らかの特性特徴を隠さないこと、ならびに、メーキャ
ップまたは装飾品を着用していないことを保証すべきである。人物は、目を見開いたまま
、自然な表情でカメラを直接凝視するように求められる。
【００６５】
　さらに画像は、好ましくは比色分析によって較正される。そのため、カメラ１２は比色
分析によって較正され得る。代替として、カラーチャートを使用して画像を較正すること
ができる。その場合、画像は、人物の顔およびカラーチャートの両方を含むように撮影す
べきである。たとえば、いくつかのカラーパッチを含むカラーチャートが使用され得る。
好ましくはパッチのいくつかは、較正の精度を向上させるために、皮膚のトーンの範囲と
同様であるように設計され得る。
【００６６】
　画像上に現れるパッチの色の分析は、チャート上のパッチの実際の色と比較可能であり
、この比較から訂正が推測可能である。
【００６７】
　さらに別の実施形態によれば、比色分析較正は、いくつかの較正画像上で実行される予
備ステップ８０を含み得る。その場合、顔のいくつかの較正画像（たとえば、１０または
２０）が獲得され、各画像は様々なカラーパッチを含むカラーチャートを含み、好ましく
はいくつかのパッチは皮膚のトーンの範囲と同様であるように設計される。その後、下記
でより詳細に定義されるＣＩＥ　Ｌ＊ａ＊ｂ＊色空間において、各イメージにおける各カ
ラーパッチについて、Ｌ＊ａ＊ｂ＊パラメータが測定され、各カラーパッチの各Ｌ＊ａ＊

ｂ＊パラメータについて、イメージのセットに関する中央値が計算される。次いで、対応
する中央値に対する各イメージの各カラーパッチについて、色差（ΔＥ１９７６）が計算
され、各イメージについてカラーパッチ全体にわたる平均色差（ΔＥ１９７６）値が計算
される。次いで、より低いグローバルな色差値を伴うイメージが参照イメージとして選択
され、そのカラーチャートは参照カラーチャートとして設定される。別の実施形態におい
て、コントラスト値は、ＬＣＨ、ＲＧＢ、ＣＭＹＫ、その他などの、任意の他の色空間に
おいて決定され得る。
【００６８】
　最終的に、ステップ１００の実施の間、人物の顔、および、較正ステップで使用される
ものと同じカラーチャートの両方を含むように、画像が撮影される。次いで、イメージカ
ラーチャートと参照イメージカラーチャートとの間の差を最小にすることによって、画像
が参照イメージに登録される。次いでカラーチャートは、人物の顔を示す画像の部分のみ
を維持するようにクロップされる。
【００６９】
　一実施形態によれば、画像を獲得するステップ１００は、画像が望ましい獲得条件を満
たすことをチェックするサブステップを含み得る。このステップは、たとえば画像上の顔



(11) JP 6740329 B2 2020.8.12

10

20

30

40

50

に陰影または隠された特性特徴が存在しないことをチェックすることを含み得る。画像が
望ましい条件を満たさないものと判別された場合、人物は別の画像を獲得またはロードす
るように求められる可能性がある。このサブステップは、オペレータからの視覚チェック
によって実施され得るか、または適切なソフトウェアを実行する計算機１１によって自動
的に実施され得る。
【００７０】
　次いで、方法は、顔の画像の少なくとも２つのゾーンを区切るステップ２００を含み、
各ゾーンは、画像上に現れる口、目、眉、または髪の一部などの顔の特性特徴を含む。画
像上で区切られるゾーンの数は、好ましくは２から６の間に含まれる。いずれの場合にお
いても、同じ特性特徴を囲む２つのゾーンを区切ることは不可能であるが、当該特徴につ
いての平均値を決定するために、同じ性質の２つの特性特徴（２つの目または２つの眉）
を囲む２つのゾーンを区切ることは可能である。
【００７１】
　各ゾーンＺは、当該特性特徴を含む第１の部分Ｚ１と、当該特性特徴の近隣の皮膚を含
む第２の部分Ｚ２とを含むように区切られる。
【００７２】
　図２を参照すると、口を囲んで区切られた第１のゾーンＺａ、目を囲んで区切られた第
２のゾーンＺｂ、および眉を囲んで区切られた第３のゾーンＺｃの、３つの例示的なゾー
ンＺａ，ｂ，ｃが示されている。各ゾーンについて、部分Ｚ１ａ，ｂ，ｃは特性特徴を含
み、部分Ｚ２ａ，ｂ，ｃは近隣の皮膚を含むことがわかる。
【００７３】
　これらのゾーンは、たとえばＭａｔｌａｂ（商標）などの計算機１１によって実行され
る適切なソフトウェアを使用して、オペレータが手動で区切ることができる。代替として
、これらのゾーンは、適切な顔要素検出ソフトウェアにより、特性特徴の検出および各特
性特徴を囲むゾーンの区切り設定によって自動的に区切ることができる。
【００７４】
　決定されたゾーンＺについて、特性特徴のみを含むゾーンの部分Ｚ１の面積はゾーンの
総面積のうちの５％から４０％が含まれ、好ましくはゾーンの総面積のうちの１０％から
３５％、たとえばゾーンの総面積のうちの１８％から２５％が含まれる。このように、近
隣の皮膚を含むゾーンの部分Ｚ２の面積はゾーンの総面積のうちの６０％から９５％が含
まれ、好ましくはゾーンの総面積のうちの６５％から９０％、たとえばゾーンの総面積の
うちの７５％から８２％が含まれる。
【００７５】
　次いで、方法は、人物の顔のコントラスト値を決定するために画像を処理するステップ
３００を含む。より具体的に言えば、処理ステップは区切られたゾーン上で実行され、当
該ゾーンのコントラスト値が決定される。
【００７６】
　このため、各ゾーンのうちの各部分Ｚ１、Ｚ２の少なくとも１つのピクセル値は、サブ
ステップ３１０の間に、ＣＩＥ　Ｌ＊ａ＊ｂ＊色空間において測定され、Ｌ＊座標は輝度
に対応し、黒から白までの間を１～１００の尺度で変動し、ａ＊座標は赤と緑の間の軸に
沿って、緑（０）から赤（２５５）までの０～２５５（または代替として、－１００；＋
１００または－１２７；＋１２７）の尺度で変動し、ｂ＊座標は青と黄の間の軸に沿って
、青（０）から黄（２５５）までの０～２５５（または代替として、－１００；＋１００
または－１２７；＋１２７）の尺度で変動する。
【００７７】
　好ましくは、Ｌ＊、ａ＊、およびｂ＊の３つのすべての座標におけるすべてのピクセル
値が、各ゾーンの各部分Ｚ１、Ｚ２について測定され、次いで、値は部分全体にわたって
平均化される。
【００７８】
　たとえば、人物の目に対応するゾーンの部分Ｚ１内のすべてのピクセルの輝度値が平均
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ことが、同じゾーンについての他の座標ａ＊およびｂ＊に対しても実施される。
【００７９】
　次いで、各特徴（すなわち、画像の各区切られたゾーン）について、および、ＣＩＥ　
Ｌ＊ａ＊ｂ＊色空間における各座標について、サブステップ３２０の間にコントラスト値
が計算される。
【００８０】
　たとえば、輝度についてのコントラスト値は、下記の数式によって各特徴について計算
可能である。
【００８１】
【数１】

【００８２】
　上式で、Ｌ（ｓｋｉｎ）は特徴の近隣の皮膚を含む部分Ｚ２の少なくとも１つのピクセ
ルの輝度値であり、Ｌ（ｆｅａｔｕｒｅ）は特徴を含む部分Ｚ１の少なくとも１つのピク
セルの輝度値であり、Ｃｆ，Ｌは特徴の輝度についてのコントラスト値である。好ましい
実施形態によれば、Ｌ（ｓｋｉｎ）は部分Ｚ２のすべてのピクセルの平均輝度値であり、
Ｌ（ｆｅａｔｕｒｅ）は部分Ｚ１のすべてのピクセルの平均輝度値である。
【００８３】
　同じ定義に従い、ａ＊座標についてのコントラスト値は、下記の数式によって各特徴に
ついて計算可能である。
【００８４】

【数２】

【００８５】
　上式で、ａ（ｓｋｉｎ）は、特徴の近隣の皮膚を含む部分Ｚ２の少なくとも１つのピク
セルのａ＊座標に従った値であって、好ましくは、当該部分におけるすべてのピクセルの
平均ａ＊値であり、ａ（ｆｅａｔｕｒｅ）は、特徴を含む部分Ｚ１の少なくとも１つのピ
クセルのａ＊座標に従った値であって、好ましくは、当該部分におけるすべてのピクセル
の平均ａ＊値である。
【００８６】
　ｂ＊座標についてのコントラスト値も、下記の数式によって各特徴について計算される
。
【００８７】
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【数３】

【００８８】
　上式で、ｂ（ｓｋｉｎ）は、特徴の近隣の皮膚を含む部分Ｚ２の少なくとも１つのピク
セルのｂ＊座標に従った値であって、好ましくは、当該部分におけるすべてのピクセルの
平均ｂ＊値であり、ｂ（ｆｅａｔｕｒｅ）は、特徴を含む部分Ｚ１の少なくとも１つのピ
クセルのｂ＊座標に従った値であって、好ましくは、当該部分におけるすべてのピクセル
の平均ｂ＊値である。
【００８９】
　このようにして、少なくとも６つ、多くとも１８のコントラスト値が決定される（顔の
２つから６つのそれぞれの特性特徴に対応する、画像の２つから６つのゾーンについての
３つの座標）。同じ性質の特性特徴を囲む２つのゾーン（２つの目または２つの眉）が区
切られる場合、各座標についてコントラストの平均値が選択される。この場合、平均値は
、両方の値を加算した後、２で割ることによって計算される。
【００９０】
　次いで、方法は、測定されたコントラスト値および複数の事前に確立されたクラスタか
ら、人物が関連するクラスタを決定するステップ４００を含む。
【００９１】
　このため、次に、事前に確立されたクラスタがどのように構築されるかを説明する。ク
ラスタの構築（elaboration）は、方法の予備ステップ９０として、計算機１１によって
も実行可能である。
【００９２】
　クラスタは、参照集団の顔のコントラスト値に基づいて構築される。このため、好まし
くは、方法のステップ１００に関して既に詳細に述べたのと同じ条件で、参照集団の顔の
画像が獲得される。参照集団は、様々な民族性、年齢、健康状態、男性または女性などの
人物を含むことができる。しかしながら、より詳細なクラスタ化の場合、参照集団は、同
じ性別の人々および／または１つの国または１つの民族性の人々、あるいは所定の年齢グ
ループからの人々のみを含むことができる。
【００９３】
　次いで、顔の各画像について、方法のステップ２００に関して与えられたゾーンの定義
に従って、２つから６つのゾーンが区切られ、ステップ３００の実施に従って、各画像の
各ゾーンについてコントラスト値が計算される。
【００９４】
　クラスタを確立するために処理される参照集団の画像の枚数をＮとすると、コントラス
ト値の数は６Ｎから１８Ｎの間に含まれる。ステップ２００において同じ性質の２つのゾ
ーン（２つの目または２つの眉）が区切られた場合、１つの特徴について１つの値を有す
るように平均コントラスト値が計算される。次いで、これらのデータは、それらの間の相
関関係を識別するために統計的分析によって処理される。
【００９５】
　好ましくは、処理は、値間のより高い相関関係の軸を識別することによって、データの
次元数を低減させるために、コントラスト値のセットに関して主成分分析を実行すること
を含む。好ましくは、次元数は２次元まで低減される。言い換えれば、データ点間の相関
関係が容易に視覚化できるようにするために、データのセットは２次元空間内に投影され
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る。
【００９６】
　次いで、複数のクラスタを定義するために、投影されたデータのセットが使用される。
このため、投影されたデータのセットに分類方法（または、クラスタ化方法）が適用され
る。好ましくは、分類方法は階層クラスタ分析またはＨＣＡであり、より好ましくはウォ
ード法である。代替の実施形態によれば、クラスタはｋ平均法、k-medoid法、またはDens
ity-based spatial clustering of applications with noise（ＤＢＳＣＡＮ）法の実施
を介して定義可能である。
【００９７】
　クラスタの定義は、メモリ１３に記憶される。たとえばメモリは、グラフ上のクラスタ
の境界の表現、または、クラスタの境界の数学的定義を記憶することができる。
【００９８】
　好ましくは、いったんクラスタが構築されると、達成すべき様々な目的および／または
順守すべき要件に従って、各クラスタについて、いずれのコントラストをおよびどのよう
にして補正しなければならないかを確立する１つまたは複数の規則に各クラスタが関連付
けられる、後続のステップ９１が実行される。
【００９９】
　達成すべき目的は、たとえば、人物をより若く、より健康的に、より魅力的に、または
より女性らしく見えるようにすることであり得る。女性らしさ、年齢、健康、または魅力
の概念は、文化によって異なる可能性があり、結果的な容貌がどのように解釈されるかに
大きく影響する場合がある。したがって、結果として生じる規則は、その地域の特異性に
従って変動し得る。
【０１００】
　要件は、素肌のメーキャップ、昼用または夜用のメーキャップ、特定のトレンドの適用
などの、適用される特定タイプのメーキャップに関係する可能性がある。
【０１０１】
　クラスタに従った規則の定義は、以下のように実行可能である。所定のクラスタに属す
る人物は、特定の目的および定義されたメーキャップ要件に従って、専門家によってメー
キャップされる。人物の顔のコントラストは、いずれのコントラストを変更すべきである
か、およびどのように変更すべきであるかに関する規則を推測するために、メーキャップ
の前および後に測定される。
【０１０２】
　好ましくは、異なる人物に対して、専門家であるか否かに関わらず同じことが繰り返さ
れるが、好ましくは、規則をより良く定義するために、異なるメーキャップの専門家によ
って繰り返される。そのようにして、目的とメーキャップ要件との間でできる限り多くの
規則の組み合わせが定義可能であり、目的およびメーキャップ要件なしに、各クラスタに
ついてデフォルトの規則も定義され得る。
【０１０３】
　好ましくは、各クラスタに関連する規則はメモリ１３にも記憶される。
【０１０４】
　次に、図３を参照しながら、クラスタおよび関連する規則定義の例を説明する。
【０１０５】
　この例によれば、２８９人の白人、１７５人のラテンアメリカ人、および１３６人のア
ジア人を含む、２０歳から７０歳の間の様々な民族性の６００人の女性からなる参照集団
について、クラスタが定義されている。
【０１０６】
　参照集団の顔の各画像では、口を囲んで区切られた１つのゾーン、目を囲んで区切られ
た２つのゾーン、および眉を囲んで区切られた２つのゾーンを含む、３つのゾーンが定義
されている。コントラスト値は上記の説明に従って決定され、次いで、コントラスト値は
、３つのクラスタを定義するために主成分分析を用いて処理されている。
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【０１０７】
　クラスタは、大体において重要なＣＩＥ　Ｌ＊ａ＊ｂ＊座標空間でのコントラスト値の
カテゴリに対応する。この特定の例によれば、クラスタは表１に示されるように定義され
ている。
【０１０８】
【表１】

【０１０９】
　図３において、ドットの様々な形は、参照集団を構成する女性の様々な民族性に対応し
、クラスタは楕円によって区切られている。「Ｌｅｙｅ」または「Ｌｍｏｕｔｈ」などの
指標は、それぞれのコントラストについてより高い値のグラフのエリアに対応する。
【０１１０】
　次いで、様々なクラスタ内に等しく分散された人物のグループが選択され、人物をより
女性らしくするという同じ目的で各人物をメーキャップするように、メーキャップの専門
家に依頼した。
【０１１１】
　次いで、各人物についてコントラストが測定され、同じ人物についてのコントラストの
初期値と比較された。図３ｂを参照すると、この比較が示した内容は以下の通りである。
　－　３つのクラスタすべてについて、目のコントラストはメーキャップによって増加し
た、
　－　クラスタ１および２については口のコントラストが増加したが、クラスタ３につい
ては変化しなかった、
　－　クラスタ１および３については眉のコントラストが増加したが、クラスタ２につい
ては変化しなかった。
【０１１２】
　これらの結果に基づき、人物をより女性らしくするという目的で、規則を以下のように
定義することができた。
　－　クラスタ１について、口、目、および眉のコントラストを増加させる
　－　クラスタ２について、口および目のコントラストを増加させる
　－　クラスタ３について、眉および目のコントラストを増加させる。
【０１１３】
　図４および人物が属するクラスタを決定するステップ４００に戻ると、サブステップ４
１０の間に、参照集団の削減された次元において、たとえば、参照集団のコントラスト値
に対して実行されるＰＣＡの削減された次元において、座標を計算するために、人物の顔
の画像から決定されたコントラスト値が処理され、次いで、クラスタを表すグラフ上に位
置決めされる。座標は、新しいコントラスト値に関するＰＣＡから結果として生じる固有
ベクトルの線形組み合わせを使用して計算されている。
【０１１４】
　次いで、方法は、削減された次元の値およびクラスタの定義から、人物が属するクラス
タを推測するサブステップ４２０を含む。たとえば、グラフ内の点の位置に従い、クラス
タの重心までの距離を計算することによって、人物が属するクラスタを推測し、人物に最
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も近いクラスタへの影響を与えられるようにすることができる。
【０１１５】
　好ましいが、任意選択の実施形態によれば、メモリ１３は、クラスタの定義のみならず
、参照集団の削減された次元のすべてのデータも記憶し、方法は、画像を撮影した人物に
対応する削減された次元のこのデータのセットを追加する、追加ステップ５００を含む。
次いで、このステップは、別の時点で、クラスタの定義を更新するためのクラスタ化アル
ゴリズムを実行することも含む。実施形態において、このステップ５００は、複数の人物
から取得されるデータセットを同時に追加するために定期的にのみ実行することができる
。
【０１１６】
　このクラスタ定義の反復更新により、クラスタの定義に使用されるデータの量が増加す
るにつれて、クラスタをより正確にすることができる。
【０１１７】
　したがって本実施形態によれば、計算機１１は、適切なソフトウェアの実行を介してク
ラスタ化アルゴリズムを実施するようにも構成される。その場合、処理ユニット１０は、
好ましくは、複数の店舗、ビューティサロン、または個別のユーザからのデータを受け取
るように適合された、専用のリモートサーバである。
【０１１８】
　クラスタの定義が変更された場合、関連する規則の定義もそれに応じて更新することが
できる。
【０１１９】
　人物が属するクラスタに従って、人物のいずれのコントラスト値が相対的に低いかまた
は高いかを決定することが可能であり、したがって、適切なメーキャップの適用によって
、いずれのコントラスト値を選択的に変更できるかを決定することが可能である。具体的
に言えば、人物が属するクラスタの識別により、人物をメーキャップするために適用され
る対応する規則を決定することが可能である。たとえば人物が、自分をより女性らしくす
る昼用メーキャップを望む場合、自分のクラスタに適合された対応する規則を選択するこ
とができる。
【０１２０】
　したがって、方法は、ステップ６００または人物に個人向け情報を提供することを含む
。情報は、好ましくはディスプレイ１５上に提供される。
【０１２１】
　提供される情報は、人物が属するクラスタ、および／または、人物のいずれのコントラ
スト値が相対的に低いかまたは高いかの指標を含むことができる。
【０１２２】
　さらに情報は、人物が取得したい結果（たとえば、より女性らしくまたはより若く見え
ること）および人物が属するクラスタに従って、対応するメーキャップ規則を含むことも
可能であり、この規則は、人物の顔の少なくとも１つのゾーンのコントラスト値を個人向
けに修正することに関するアドバイスに変換することができる。このアドバイスは、メー
キャップする顔の特定ゾーン、または、人物があるゾーンをメーキャップする際に使用可
能な色合いの例を言い表すことができる。
【０１２３】
　たとえば人物が、口についての相対的に低い輝度コントラスト値、ならびに、目および
眉の高いコントラスト値に対応する、クラスタに属する場合、および、人物がより女性ら
しく見えることを望む場合、彼女は、好ましくは自分の口の輝度コントラスト値を増加さ
せるようメーキャップするようにアドバイスを受けることができる。
【０１２４】
　好ましくは、情報は、人物に推奨されるコントラスト値の個人向け修正を達成可能にす
る、メーキャップ製品またはスキンケア製品（たとえば、皮膚用ホワイトニング製品）の
リストまたはセレクションを含むこともできる。
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　たとえば、メーキャップ製品のセレクションの色合いは、人物のＬ＊、ａ＊、およびｂ
＊コントラスト値に従って決定することができる。
【０１２６】
　前述の例を用いると、製品のセレクションは、すべてが輝度コントラスト値を増加させ
ることが可能な様々な色合いの口紅のリストを含むことができる。
【０１２７】
　推奨されるメーキャップまたはスキンケア製品は、コントラスト値の個人向け修正を達
成するために人物に与えられる推奨に従って特別に設計された配合および／または色合い
を有し、人物の注文に応じて製造される、個人向け製品とすることもできる。
【０１２８】
　製品は、各製品に関して入手可能な情報、および人物の顔の特徴の分析結果に従った化
粧品のデータベース２内で、処理ユニット１０によって選択可能である。たとえば処理ユ
ニットは、分析の結果から、人物にとって望ましいメーキャップのタイプおよび色合いを
推測し、このタイプおよび色合いに対応する製品をデータベース内で照会することができ
る。
【０１２９】
　最後に、情報は、人物の画像と比較して変更された人物の顔の少なくとも１つのゾーン
の少なくとも１つのコントラスト値を用いる、人物の顔の外観のシミュレーションも含む
ことができる。具体的に言えば、人物が属するクラスタに対応する規則に従ってコントラ
スト値が変更された顔の外観のシミュレーションを、人物に示すことができる。製品の個
人向けセレクションから選択された１つのメーキャップ製品の適用例も、シミュレーショ
ンすることができる。シミュレーションは、計算機１１によって実行可能であり、ディス
プレイ１５上に表示することが可能である。
【０１３０】
　この個人向け情報に従って、人物は、望ましい結果を得るために、いずれのタイプまた
は色合いのメーキャップ製品を使用すればより良いかがわかる。
【符号の説明】
【０１３１】
　１　システム
　２　データベース
　１０　処理ユニット
　１１　計算機
　１２　画像入力デバイス
　１３　メモリ
　１５　ディスプレイスクリーン
　Ｚａ　口を囲んで区切られた第１のゾーン
　Ｚｂ　目を囲んで区切られた第２のゾーン
　Ｚｃ　眉を囲んで区切られた第３のゾーン
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